














 

 

 

 

 

令和３年度宮城県特定最低賃金改正の申出について 

申出人からの意見 

（令和３年７月２０日第２回本審議事録より抜粋） 

  

資料２ 



宮城県鉄鋼業最低賃金 

 

基幹労連宮城県本部 阿相 有恭 氏 

 

宮城県鉄鋼業特定最低賃金に関する改定について、意見を述べさせていただ

きます。宮城県内の経済情勢は、新型コロナウイルス感染症蔓延の影響により働

く者にとって厳しい状況が続いています。とりわけ非正規で働く労働者にとっ

ては、生活の安心と安定を支えるセーフティネットとして、地域別最低賃金はも

とより、特定最低賃金制度の重要性が今まで以上に増していると言えます。 

宮城県鉄鋼業特定最低賃金改正の取り組みは、労使交渉を補完・代替する機能

を有しており、それによって基幹的労働者の最低賃金を形成することで、事業の

公正な競争の確保に寄与しています。しかしながら、現状の宮城県鉄鋼業特定最

低賃金は 925 円であり、今年度の金額改正の申出に添付している最も低い労働

協約は 1,049 円であることから、組織労働者との格差を改善していく必要があ

ると考えます。 

宮城県内の基幹産業の中核である鉄鋼業で働く職場労働者は、暑さや粉じん

発生を伴う現場や大型の機械を扱う現場など、厳しい労働環境の中で作業をし

ています。また、一人前になるまでには一定の年数を要するような高度な技術・

技能が必要であり、特定最低賃金の要件たる基幹的労働者として、一般的な労働

者に比べて必然的に相応のプレミアムが必須となります。 

少子高齢化や生産年齢人口の減少が続く中、産業・企業の存続、発展には優秀

な人材の確保・定着が不可欠であり、そのためにも魅力ある労働条件によって若

者が宮城県鉄鋼業に就職したいと思う環境整備が必要です。本県は県内のみな

らず、大都市圏を中心とする人材流出や他産業との人材獲得競争下にもある中

で、大都市圏（東京都）の地域別最低賃金である 1,013 円にも届いておらず、

また他産業に対する優位性を担保することで、人材の流出防止や格差是正を図

るためにも特定最低賃金の取り組みは重要です。 

そうした実情に鑑み、今年の宮城県鉄鋼業特定最低賃金に関する改定につい

ては、県内鉄鋼業の実態を十分に考慮するとともに特定最低賃金の意義・役割等

を踏まえた関係労使による自主性を発揮した議論展開となるよう求めます。 

  



宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業最低賃金 

 

電機連合宮城地方協議会 釜石 行雄 氏 

 

電気機械器具製造業の改正申出につきまして、私の方から述べさせていただ

きます。宮城県特定産業別最低賃金は、「公正な賃金決定の促進による労働条件

の向上」を目的として、「労使交渉の補完・代替」の役割を担い、また、「事業の

公正競争の確保」により、サプライチェーンを含めた産業全体の健全かつ持続的

な成長に向けた重要な役割も担っております。 

電機連合は、毎年の総合労働条件改善闘争（春闘）において、企業内のミニマ

ム基準の底上げと未組織労働者を含めた電機産業で働くすべての労働者の賃金

の底上げ・公正処遇確立に向け最低賃金の引き上げに取り組んでいます。2021

年闘争においても、多くの加盟組合において産業別最低賃金（18 歳見合い）の

500 円引上げを実現でき、産業別最低賃金（18 歳見合い）は、「164,500 円」

となりました。 

特定（産業別）最低賃金は、都道府県内すべての労働者に適用されるセーフテ

ィネットである地域別最低賃金とは、異なり、年齢や業務・作業を特定した、当

該産業の「基幹的労働者」の最低賃金です。従って、地域別最低賃金より相対的

に高い水準の確保が不可欠です。 

電機産業の従業員数は、全国平均で製造業の約 15％となり、20 県が製造業

の従業員数の 2 割以上を占め、また、生産額をみると製造業に占める「電気機

械」の割合が 2 割以上の地域は、47 都道府県のうち 13 地域となり 3 割近く

を占めています。電機産業は、わが国における主要産業であり、雇用者数のみな

らず生産額、出荷額などにおいても他産業と比較して極めてウエイトが高く、各

地方経済における重要な役割を担っています。 

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに社会のデジタル化に対する期待が

高まると予測され、また、第 4 次産業革命と呼ばれる IoT（モノのインターネ

ット）やビックデーター、ロボット、人工知能（AI）などの急速な発展を受けて、

ものづくり技術や情報産業技術などの強みを活かし、新たな価値を生み出して

いくことが期待されています。今後の経済成長・社会への貢献と新たな雇用創出

に寄与することが期待される電機産業の継続的な発展を支える優秀な人材の確

保や、ほか産業別最低賃金の格差是正の面からも金額改正が必要と思います。  

  



宮城県自動車小売業最低賃金 

 

自動車総連宮城地方協議会 伊藤 貢 氏 

 

申出の趣旨説明ということで、ポイントを３点に渡ってお話しさせていただ

きます。 

１つは自動車産業の付加価値の生産性ということであります。自動車産業で

働く 540 万人は、就業人口の約 1 割を占めておりまして、国内主要産業とし

て高い付加価値生産性を生み続けており、日本経済、地域経済に対して大きな貢

献を果たしている。高い付加価値生産性に見合った特定最低賃金を設定しなけ

れば、公正な競争環境が確保できない、というふうに考えております。営業職に

おいては電動化や自動運転などの今までに無い機能をお客様に伝える知識に加

え、新型コロナウイルス感染防止対策など業務負荷は高くなっているというこ

とであります。 

２つ目ですけれども、自動車産業の魅力向上ということです。人材の確保、流

出防止が喫緊の課題ということになっております。産業の生み出している付加

価値、仕事の質、内容に相応しい水準の特定最低賃金を確立しなければならず、

アルバイトなどの募集賃金に代表される地域別最低賃金と同程度の水準では、

自動車の販売、サービス、整備（国家資格）といった高付加価値業務を担う人材

の確保もままならないというふうに考えております。メカニックの業務内容を

車体の製造に置き換えますと組立や品質保証、不具合解析など製造現場では多

能工であり、今後も優秀な人材を確保し続けなければならないと思います。産業

の魅力向上の観点では特定最賃の優位性により、産業の魅力と人材確保につな

がるというふうに考えております。 

最後に３つ目ですけれども、自動車産業の底上げ・底支え、格差是正でありま

す。労使交渉の手段を持たない中小・零細企業や非正規労働者を含めた自動車小

売業全体の賃金の底上げを図ることを狙いにしております。自社のみならず、特

定最賃の波及によって、働く仲間の賃金の底上げにつながるということであり

ます。 

産業の魅力を高め、このコロナ禍において人材を確保する観点や、労使の社会

的使命として非正規労働者の処遇改善を図る観点から企業内最低賃金協定の締

結、引き上げの取り組みを一層強化し、その成果を特定最低賃金に波及させ、自

動車小売業全体の賃金の底上げ・格差是正を図る、といったことを狙いとして、

今回改正の申出というふうにさせていただきました。 


